
医療的ケア児における在宅医療提供体制のあり方検討・構築ワーキンググループ作成（令和３年３月第２版）

※（参考）マルトリートメント
諸外国では、「マルトリートメント」という概念が一般化している。諸外国における「マルトリートメン
ト」とは、身体的、性的、心理的虐待及びネグレクトであり、日本の児童虐待に相当する。
厚生労働省-子ども虐待対応の手引き(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/01.html) より抜粋
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